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 ① 各推進事業の取組状況                                  

第４次プランでは、７つの目標の下に合計 187 の推進事業を掲げています。そのうち再掲している事業は 23 事

業あり、延べ推進事業は 210 事業となっています。 

また、推進事業の取組状況については、毎年度、各施策・事業の担当課にて内部評価（点検・評価）を行い、

推進しています。 

令和元年度の各施策・事業の担当課の年度ごとの自己評価をみると、評価 A「計画に基づいて事業を実施し、

施策の方向性の観点から、十分な効果があった（また目標を大きく上回った）」が 27.1%、評価 B「計画に基づいて

事業を実施し、施策の方向性の観点から、一定の効果があった（または目標を概ね達成できた）」が 65.7％となり、

評価 A、評価を合わせた割合は 92.9%となっています（図表 40）。 

 

図表 40 令和元年度の取組状況（総括） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ② 全庁共通事業の取組状況                             

第３次プランにおいては、全庁的に取り組む共通事業を５事業掲げており、毎年度取組状況を把握して推進し

ています。 

●第４次プランにおいて全庁的に取り組む共通事業 

 

 

 

 

 

 

１ 男女共同参画の視点に立った広報・出版物の作成（事業番号 43） 

２ 審議会等委員への女性の登用促進（事業番号 46） 

３ 審議会等委員の市民公募の実施（事業番号 47） 

４ 職務・職場の固定的性別役割分担意識の見直しの推進（事業番号 86） 

５ 被害者及びその関係者に関する情報の保護（事業番号 173） 

１．令和元年度の取組について 

Ａ：計画に基づいて事業を実施し、施策の方向性の観点から、十

分な効果があった（また目標を大きく上回った） 

Ｂ：計画に基づいて事業を実施し、施策の方向性の観点から、一

定の効果があった（または目標を概ね達成できた） 

Ｃ：計画に基づいて事業を実施したが、施策の方向性の観点か

ら、あまり効果がなかった 

（または目標の達成には課題が残った） 

Ｄ：計画に基づいて事業を実施したが、施策の方向性の観点か

ら、ほとんど効果がなかった。 

（またはほとんど目標を達成できなかった） 

Ｅ：事業を予定どおり実施しなかった 

－：その他（未実施、効果測定不能 、事業終了 など） 

※ここでの計画とは、「第４次さいたま市男女共同参画のまちづく

りプラン」のことを指します。 

A B C D E その他

6 21 0 0 0 1

21.4% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6%

4 17 0 0 0 0

19.0% 81.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 8 1 0 0 0

0.0% 88.9% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0%

8 24 0 2 0 3

21.6% 64.9% 0.0% 5.4% 0.0% 8.1%

1 18 0 0 0 0

5.3% 94.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

18 34 1 0 0 1

33.3% 63.0% 1.9% 0.0% 0.0% 1.9%

20 16 4 0 0 2

47.6% 38.1% 9.5% 0.0% 0.0% 4.8%

57 138 6 2 0 7

27.1% 65.7% 2.9% 1.0% 0.0% 3.3%

目標Ⅶ
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目標Ⅵ

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組

第
２
部

31



全庁的に取り組む共通事業 １ 

 

事業番号 43 男女共同参画の視点に立った広報・出版物の作成 

 【施策内容】  

人権尊重・男女共同参画の視点に留意し、広報・出版物を作成します。 

  【令和元年度の取組】 

庁内全課(対象 430 課)に、広報物等の作成状況及び男女共同参画の視点に立った広報・出版物の作成

にあたっての 10 項目を点検するとともに、作成にあたって注意していること、広報等の作成についての考え

方等を設問しました。 

令和元年度に広報物・出版物を作成した課は 195 課で、年間平均 4.93 種類を作成しています。 

また、作成時に留意している男女共同参画の視点は、下表のとおりとなっています（図表 41）。 

その他に配慮したこととしては、「表紙の絵や挿絵に男女の偏りがないよう配慮した」、「男女双方が想定さ

れた表現となるように配慮した」等の意見があげられています。 

 

図表 41 事業番号 43 の令和元年度の取組状況（集計結果） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：十分できている（90％以上）  Ｂ：概ねできている（70％以上）  
Ｃ：できている面もあるが不十分である（50％程度）  Ｄ：（あまり）できていない（50％未満）  

 

該当のあった課195／調査対象課430 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 非該当

１　男女いずれかに偏った表現にならないようにしているか 97.9% 0.5% 0.0% 0.0% 1.5%

２　性別によりイメージを固定化した表現にならないようにしているか 95.4% 1.5% 0.0% 0.0% 3.1%

３　男女を対等な関係で描いているか 94.9% 1.0% 0.0% 0.0% 4.1%

４　男女で異なった表現、性別による特有な表現を使わないようにしているか 95.4% 0.5% 0.0% 0.0% 4.1%

５　女性を安易にアイキャッチャーとして起用しないようにしているか 95.4% 1.0% 0.0% 0.0% 3.6%
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全庁的に取り組む共通事業 ２ 

 

事業番号 46 審議会等委員への女性の登用促進 

【施策内容】  

男女が対等なパートナーとして政策・方針などの決定に参画できるよう審議会等委員への女性登用を促

進します。「さいたま市審議会等委員への女性の登用促進に関する要綱」に基づき、委員の選任の際、目

標値（42％）を下回る所管課と事前協議を実施するほか、毎年、全審議会等の登用計画書の作成を行いま

す。また、男女共同参画推進本部を中心に全庁的な取組を図ります。 

  【令和元年度の取組】 

審議会等における女性委員の割合は、令和元年度末は 35.6％で、目標に対する進捗率は約 84.8％で

す。平成 30 年度末と比べ、0.6 ポイント下回りました（図表 42）。 

156 の審議会等内訳別では、条例に基づくものの女性委員割合が 40.2％と最も多く、要綱等に基づくも

のが 38.8％、法律等により必置のものが 28.2％の順となっています（図表 43）。 

女性委員の割合別内訳では、目標値 42％を達成している審議会等数が 72 となっており、84 の審議会

等が未達成となっています（図表 44）。 

 

図表 42 審議会等における女性委員の割合 

 

 

 

図表 43 審議会等数内訳 

 

 

 

 

図表 44 女性委員の割合別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末

36.1% 36.2% 35.6%

（人権政策・男女共同参画課） 

（人権政策・男女共同参画課） 

（人権政策・男女共同参画課） 

女性委員の割合 0％ ～10％ ～20％ ～30％
～42％
未満

42％
以上

合計

令和元年度
審議会等数

4 4 17 22 37 72 156

84

審議会等数
うち女性委員を
含む審議会等数

委員総数 女性委員数 女性委員割合

法律等により
必置のもの

26 24 744 210 28.2

条例に
基づくもの

80 80 854 343 40.2

要綱等に
基づくもの

50 48 534 207 38.8

合計 156 152 2132 760 35.6 %
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全庁的に取り組む共通事業 ３ 

 

事業番号 47 審議会等委員の市民公募の実施 

【施策内容】  

審議会等委員の男女割合の格差を積極的に是正するため、市民公募を実施し、女性の市政参画を促

進します。 

   【令和元年度の取組】 

156 の審議会等の中で、市民公募を実施している審議会等は 45 で、全体の 28.8％となっております。

また、市民公募委員 107 人のうち、女性委員は 52 人で、割合は 48.6％となっています（図表 45、46）。 

 

図表 45 令和元年度末の審議会等における市民公募の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

図表 46 審議会等の市民公募委員における女性委員数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人権政策・男女共同参画課） 

 

54人

65人
68人

79人 82人
74人 73人

78人

73人
75人

70人

54人
51人 52人

42.9％

47.4％ 49.6％
51.6％

47.7％49.3％
47.1％

48.8％

45.3％
48.4％

49.6％

41.9％

38.6％

48.6％

0.0％

10.0％

20.0％

30.0％

40.0％

50.0％

60.0％

0人

20人

40人

60人

80人

100人

平成18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元

（年度）

女性委員数

女性委員割合

（人権政策・男女共同参画課） 

市民公募
を実施している
審議会等数

市民公募
委員数

うち女性委員数
公募委員の
女性委員割合

法律等により
必置のもの

4 15 7 46.7%

条例に
基づくもの

28 64 31 48.4%

要綱等に
基づくもの

13 28 14 50.0%

合計 45 107 52 48.6%
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全庁的に取り組む共通事業 ４ 

 

事業番号 86 職務・職場の固定的性別役割分担意識の見直しの推進 

【施策内容】  

職員研修の開催、男女共同参画職員ハンドブックの配布などにより、職務・職場における固定的な性別

役割分担意識の見直しを促進します。 

  【令和元年度の取組】 

庁内全課(対象430課)に、職務・職場の固定的性別役割分担についての10項目の点検を設問しました。

該当のあった課は390課で、10項目のうち９項目については、A（十分できている）と回答した課が90％を超

えています（図表47）。 

 

 

図表 47 事業番号 86 の令和元年度の取組状況（集計結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：十分できている（90％以上）  Ｂ：概ねできている（70％以上）  
Ｃ：できている面もあるが不十分である（50％程度）  Ｄ：（あまり）できていない（50％未満）  

 

（人権政策・男女共同参画課） 

該当のあった課390／調査対象課430 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 非該当

１　主導的役割について、性別を固定せず男女の隔たりなく行われているか 93.6% 1.3% 0.0% 0.0% 5.1%

２　補助的業務について、性別を固定せず男女双方隔たりなく行われているか 93.1% 1.5% 0.3% 0.0% 5.1%

３　資料のコピーや雑用などは、男女の区別なく行われているか 93.6% 1.3% 0.0% 0.0% 5.1%

４　育児休業、子の看護休暇、介護休暇、短時間休暇などが取りやすい環境になっ
　　ていると思うか

95.4% 3.3% 0.0% 0.0% 1.3%

５　職場での会話や個別の出来事への対応について、性差別を意識せず、職務に専
　　念できる環境になっていると思うか

94.9% 1.5% 0.0% 0.0% 3.3%

６　男女を問わず、個々の能力が発揮されていると思うか 93.6% 1.5% 0.0% 0.0% 4.9%

７　男女を問わず、会議や研修に参加できる環境になっているか 93.3% 1.0% 0.3% 0.0% 5.4%

８　課内で、各担当の業務予定や問題点等について共通認識を持つため、性別や年
　　代に関わらず、意見交換・調整の場があるか

94.4% 4.4% 0.3% 0.0% 1.0%

９　日常業務で「さいたま市職員の男女共同参画ハンドブック」を活用しているか 43.6% 42.8% 7.7% 3.6% 2.3%
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全庁的に取り組む共通事業 ５ 

 

事業番号 173 被害者及びその関係者に関する情報の保護 

【施策内容】  

ＤＶ被害者の情報を保護するため、住民基本台帳の閲覧等の制限を行います。また、被害者の安全の

確保のため、被害者支援に関わる関係機関などに対し、被害者及びその関係者に関する情報管理を徹底

します。 

  【令和元年度の取組】 

   庁内全課(対象 430 課)に、ＤＶ被害者及びその関係者に関する情報管理の徹底について設問しました。

該当のあった課は 199 課で、Ａ（できている）と回答した課が 195 課、Ｂ（できているが課題もある）と回答した

課が 34 となっています（図表 48）。 

    なお、Ｂ（できているが課題もある）と回答した理由としては「ＤＶ被害者かどうかの判別が困難」等の意見

があげられています。 

 

図表 48 事業番号 173 の令和元年度の取組状況（集計結果） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ａ　できている
B　できているが
　　課題もある

C　できていない

195 4 0

該当のあった課199／調査対象430

（人権政策・男女共同参画課） 
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 ③ 数値目標の進捗状況                               

 

男女共同参画社会の実現にむけて、第４次プランから新たに64事業（69項目）に数値目標を設定して取り組ん

でおり、毎年度取組状況を把握しています。 

進捗状況は以下のとおりで、目標を達成している事業は 26 事業（27 項目）（数値目標№3、5、9、17、20 

21、23、29、30、31、32、33、34、39、41、43、48、50、52、55、58、59、63、64、65、67、68）、達成率は事業ベース

で 32.8％となっています（図表 49）。 

図表 49 64 事業（69 項目）の数値目標の進捗状況の推移 

数値目標対象事業 目標達成事業 達成率 

64 27 42.2％ 

 

 

 

図表 50 ６4 事業（70 項目）の数値目標の進捗状況（令和元年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※複数の指標項目をもつ事業においては指標項目の１つでも達成していた場合、目標達成事業に数える。 

5,600 部 5,200 5,800

（29年度末） 5,200 （35年度）

94.8 % 90.5 96

（29年度末） 90.5 （35年度）

14 回 14 14

（29年度末） 14 （35年度）

98 % 97.9 100

（29年度末） 97.9 （35年度）

３回／年度 - ３回／年度 ３回以上／年度

（29年度） ３回／年度 （35年度）

34 冊 37 40

（29年度末） 37 （35年度）

- 団体 1 5

（29年度末） 1 （35年度）

12 回 ７回／年度 15回／年度

（29年度末） ７回／年度 （35年度）

98 % 97.9 100

（29年度末） 97.9 （35年度）

15,000 冊 15,000 15,000

（29年度） 15,000 （35年度）

89.1 % 88.5 94.8

（29年度末） 88.5 （35年度）

-

9

10

No

1

2

3

4

5

6

7

8

Ⅰ 1

Ⅰ 2 人権政策・男女共同参画課

現状値
（H30調査時点）

目標値
（H35年度）

（2023年度）

事業名 指標項目

人権セミナー・講座等の開催
人権啓発講演会のアンケートにお

ける、人権問題についての関心や

理解が深まった少し深まった割合

人権政策・男女共同参画課
人権についての啓発パ ンフ
レット作成・配布

啓発冊子・パンフレット
の作成・配布数

単位
R1年度
実績

(通算)
目標

事業
番号

人権問題に関する情報の提供
人権相談及び人権啓発に
関する情報の市報への掲
載回数

人権政策・男女共同参画課

Ⅰ 3

男女用同参画に関する講座・
講演会の開催

講座等受講者の満足度

人権政策・男女共同参画課

Ⅰ 14

地域活動における男女共同
参画の啓発

啓発活動実施回数

資料サービス課

Ⅰ
13

再Ⅲ

図書館資料情報の提供
男女共同参画コーナーに
受入を行った１年間あた
りの本の冊数

人権政策・男女共同参画課

Ⅰ
7

再Ⅱ

人権政策・男女共同参画課

Ⅰ 25

男女共同参画推進団体の活動
への支援

協議会の新規加盟団体数

人権政策・男女共同参画課

Ⅰ 23

相談事業の充実
相談に携わる職員の研修
等の開催回数

人権政策・男女共同参画課

Ⅱ 36

男女用同参画に関する講座・
講演会の開催

講座等受講者の満足度

子育て支援政策課

Ⅱ
7

再Ⅰ

父子手帖の発行及び配布
父子手帖の発行及び
配布数

生涯学習振興課
さいたま市中学生職場体験事
業「未来(みら)くるワーク体
験」

仕事をすることは人の役
に立つことだと思うと回
答した生徒の割合

Ⅱ 40

所管課
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６（毎年度契約） 施設 ６（毎年度契約） 毎年度６施設と契約

（29年度末） ６（毎年度契約） （35年度）

10 カ所 10 10

（29年度末） 10 （35年度）

50,000 部 50,000 50,000

（29年度末） 50,000 （35年度）

1 回 1 1

（29年度末） 1 （35年度）

100 % 100 100

（29年度末） 100 （35年度）

9 施設 0 12

（平成30年4月1日） 10 （32年度）

315 人 393人 0

（平成30年4月1日） 393人 （32年度）

なし 園 8 35

（29年度末） 25 （32年度）

96.6 % 97.0 100

（平成30年4月1日） 97.0 （35年度）

２事業者 - ３事業者／年度 ３事業者／年度

（30年度） ３事業者／年度 （35年度）

9,156 人 9,942 9,600

（29年度末） 9,942 （32年度）

9 件 14 50

（29年度末） 36
    （29年度
     ～32年度累計）

7 件 26 39

（29年度末） 49
　  （29年度
　　 ～32年度累計）

10人／年度 - 8人/年度 10人／年度

（29年度末） 8人/年度 （35年度）

643 人 1,002 600

（29年度） 1,002 （32年度）

28 人 15 30

（29年度末） 15 （35年度）

9 件 14 50

（29年度末） 36
　  （29年度
　　 ～32年度累計）

7 件 26 39

（29年度末） 49
　  （29年度
　　 ～32年度累計）

5 回 3 6

（29年度） 3 （35年度）

9,300 人 7,046 12,000

（29年度） 7,046 （35年度）

42

43

44

-

-

45

46

34

35

36

37

38

-

39

40

41

30

31

32

33

No 現状値
（H30調査時点）

目標値
（H35年度）

（2023年度）

事業名 指標項目 単位
R1年度
実績

(通算)
目標

事業
番号

子ども家庭総合セン
ター総務課

子どもショートステイ事業 契約施設数Ⅳ 73

子育て支援政課

Ⅳ 76

子育て支援拠点施設整備・
運営事業

単独型施設数

子育て支援政課

Ⅳ 75

子育て情報の提供
子育て応援ブックの
発行数

ふれあい親子支援事業
自分の気持ちを話せる
母親の割合

子育て支援政課

Ⅳ
79

再Ⅵ

子育て支援ネットワークの
充実

ネットワーク会議の開催
回数

地域保健支援課

Ⅳ 77

のびのび安心子育て課

Ⅳ 82

病児保育室の拡充 病児保育室施設数

のびのび安心子育て課

Ⅳ 81

認可保育所等の拡充 保育所等利用待機児童数

幼児政策課

Ⅳ 84

私立幼稚園預かり保育事業の
充実

子育て支援型幼稚園の認
定園数

青少年育成課

Ⅳ 83

放課後児童健全育成事業
利用ニーズに対する入所
者の割合

人権政策・男女共同参画課

Ⅴ 93

積極的な取組を行っている事
業者への表彰制度の実施

表彰事業者数

労働政策課

Ⅴ
58

再Ⅳ

女性の再就職支援
ワークステーションさいたま
におけるワンストップ就職支
援サービス利用者数

経済政策課

Ⅴ
97

再Ⅵ

女性と若者の創業支援事業 女性創業件数

経済政策課

Ⅴ
97

再Ⅵ

女性と若者の創業支援事業 若者創業件数

農業政策課

Ⅴ 101

女性農業者の育成
地場産農産物料理講習会
への講師派遣人数

労働政策課

Ⅴ 99

早期起業家教育事業の実施
早期起業家教育事業参加
者数

子育て支援政課

Ⅵ
97

再Ⅴ

ひとり親家庭の生活安定と
自立支援

ひとり親家庭等介護職員
初任者研修の参加者数

経済政策課

Ⅵ 102

女性と若者の創業支援事業 女性創業件数

Ⅵ 104

女性と若者の創業支援事業 若者創業件数Ⅵ
97

再Ⅴ

青少年育成課
さいたま市若者自立支援
ルーム

若者自立支援ルームの年
間延べ利用者数

Ⅵ

所管課

経済政策課

青少年育成課

105

さいたま市子ども・若者支援
ネットワーク

さいたま市子ども・若者
支援ネットワーク開催
回数

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組

第
２
部

3938
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10,958 件 10,084件 11,560

（29年末） 10,084件 （32年）

870灯／年 - 839灯 800灯／年

（29年度末） 839灯 （32年度）

13 回 13 13

（28年度末） 13 （35年度）

28 人 15 30

（29年度末） 15 （35年度）

６施設
（毎年度契約）

- ６（毎年度契約） 毎年度６施設と契約

（29年度末） ６（毎年度契約） （35年度）

66

67

68

69

-

No 現状値
（H30調査時点）

目標値
（H35年度）

（2023年度）

事業名 指標項目 単位
R1年度
実績

(通算)
目標

事業
番号

刑法犯認知件数161 地域と連携した防犯の推進

Ⅶ

Ⅶ

人権相談の実施回数166 相談体制の強化と周知

子育て支援政策課

Ⅶ

ひとり親家庭等介護職員
初任者研修の参加者数

市民生活安全課

市民生活安全課

Ⅶ

道路照明施設（公衆街路
灯）設置数

162
道路照明施設（公衆街路灯）
の設置及び維持管理

人権政策・男女共同参画課

Ⅶ

所管課

179
再Ⅶ

自立に向けた支援

子ども家庭総合セン
ター総務課

契約施設数
73

再掲Ⅳ
子どもショートステイ事業

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組

第
２
部

4140
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男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組

第
２
部

4342




